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とが今後の課題です。公衆衛生が専門の皆さまとも連
携を図っていきたいと思っています。
　相談対応についても、正しい知識がないと相談対応
することができません。私どもの研修においても、公
衆衛生の専門家を招いて、相談対応に当たる者に正し
い知識を付与したいと思いますので、ご協力いただけ
ればと思います（図表13、14）。

図表14

民間、厚生労働省の活動とも連携

　官から「啓発」と言ってもなかなか伝わらないとこ
ろがありますので、市民運動として行っているものと
厚生労働省で展開しているものをご紹介します。
　市民運動では、愛媛県の有志が中心になって行って
いるシトラスリボンプロジェクトをご紹介します。こ
れは、シトラス色のリボンや専用ロゴを身に着けたり、
家に飾ったりして、「ただいま」「おかえり」の気持ち
を表す活動で、排他的な気持ちではなく、他者を温か

く迎えるまちづくりを目指しています（図表15）。
　厚生労働省では、人権週間の最初の日である12月４
日から「広がれありがとうの輪」というプロジェクト
を開始しました。これは「＃広がれありがとうの輪」
を付けて、SNSで、医療従事者や身近な人へ「ありが
とう」という気持ちを発信してもらおうという活動で
す。感染症対策は一人一人の積み重ねが大事ですので、
一人一人が行っている感染症対策に「ありがとう」の
気持ちを示すというものです。
　私どもはこうした活動ともタイアップしながら、啓
発活動を行っていきたいと思いますので、皆さまのご
理解とご協力をお願いいたします。

図表15
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国と自治体の役割連携を中心に議論

宮嵜　座長を務めます国立保健医療科学院院長の宮嵜
です。どうぞよろしくお願いいたします。新型コロナ
ウイルス感染症が世界に拡大して１年になりますが、
まだ収束の見通しが立たない状況の中で、保健所、地
方衛生研究所などの第一線の皆様にご活躍いただいて
いることに深く敬意を表します。
　新型コロナウイルス感染症対策につきましては、い
ろいろな論点が出ました。本日は自治体、保健所、地
衛研で地域保健に携わる方が多く参加されているので、
このパネルディスカッションでも、国と自治体の役
割・連携の話を中心に置きながら、今後の対策につな

げていけるような議論ができればと思います。答えが
見つかるかどうかはわかりませんが、ヒントをつかめ
ればと考えていますので、よろしくお願いいたします。
　演者の方から追加の発言があればお話しいただき、
会場の皆様からもご意見、ご質問をいただきたいと思
います。最後に岡部先生から助言の言葉をいただきま
す。

３次補正、来年度予算、法改正について

宮嵜　まず、国の立場から、新型コロナウイルス感染
症対策について追加することがあればお願いします。
正林局長からは「人の支援」についてのお話がありま
した。それ以外の話ですと、直近では３次補正予算、

■座長
宮嵜 雅則　国立保健医療科学院 院長

■助言者
岡部 信彦　川崎市健康安全研究所 所長

■パネリスト
主藤 秀幸　　厚生労働省健康局地域保健室 室長  
齋藤 智也　　国立保健医療科学院健康危機管理研究部 部長

中澤 よう子　全国衛生部長会 会長

清古 愛弓　　全国保健所長会 副会長

清田 啓子　　全国保健師長会 会長

調 恒明　　　地方衛生研究所全国協議会 会長

江口 幹太　　法務省人権擁護局人権啓発課 課長

▶▶▶ パネルディスカッション、座長・助言者まとめ



74

2021年度予算があります。ワクチンについては、改正
予防接種法の話がありますが、これは長くなるので今
日は省略したいと思います。本日のパネリストの先生
方の声も踏まえて、「感染症法の改正が必要ではない
か」とも思います。この話ができる状況ではないかも
しれませんが、コメントがあればいただきたいと思い
ます。正林局長の代理でご出席の主藤室長、お願いし
ます。
主藤　３次補正予算については来週閣議決定されます
ので、方向性だけご説明します。この予算には、今ま
での施策で金額が足りなくなった部分の追加と、新し
い施策が幾つか入っています。2021年度はオリンピッ
ク・パラリンピックがありますので、2020年度中にや
らなければいけない準備がかなりあります。そこで、
自治体の負担を減らすような施策が盛り込まれる予定
です。
　コロナ禍に対応する人材育成をしっかりと行う必要
がありますので、2021年度予算にはこの費用が盛り込
まれています。近年、災害が多いので、災害について
いろいろなトレーニングを積み、全国研修、ブロック
研修をやり、顔の見える関係づくり、支援と受援につ
ながるしくみができています。感染症対策についても
同じようなしくみをつくっていきたいと考えています。
　法改正については、国と地方の関係、都道府県と政
令市の情報の問題などがありますので、必ず議論しな
くてはいけないと思います。現在、検討はしています
が、時期的にいつ、どういうことでということは、ま
だ決まっていません。「地衛研のどういう機能が地域
に必要なのか」ということから議論されていると思い
ます。
　ワクチンについては、どのように配布し、どういう
ことをやるのかという情報を、できるだけ早く自治体
に示すべきだと思います。ある100万人規模の自治体
からは、すでに100人の体制を進めているという話を
聞きました。なるべく早く、情報提供をしなくてはい
けないと認識しています。

今後のクラスター対策の考え方は？

宮嵜　次に齋藤先生にお話を伺いたいと思います。ク

ラスター対策について、今後どういうふうに考えて
いったらいいのでしょうか。
齋藤　現在、第３波に入り、第２波の患者数を落とし
切れない中で流行が広がってきているという非常に難
しい局面にあります。特に大都市においては、積極的
疫学調査が追い切れていないのか、感染者から情報が
聞き出せないのか、クラスターが発生する場所が多様
化しているのか、発生状況が明確に見えてこない状況
です。第３波で特徴的なのは、これまで大きな流行が
なかった地方都市で患者が急増していることです。
　感染者数がずっと多い地域、感染者数が多くない地
域、急増している地域で、戦略の立て方は違うと思い
ます。大都市では、積極的疫学調査をこれまでどおり
全ての対象者にやっていくことは諦めて、優先化を考
えていかなくてはならない時期です。「高齢者などを
優先して、多数の重症者を生まないように」という方
針が出されています。一方、大きな感染を起こしてい
ない地域では、クラスター対策は非常に重要な戦略で
す。
　すでにいろいろな地域で流行を経験し、どれだけの
人数が積極的疫学調査のために必要か、療養のための
ホテル、入院のための病床、それに関わる医師をどの
くらい確保しておく必要があるのかはわかってきてい
ると思うので、準備をしていただきたいと思います。
保健部局以外のところは感染流行が発生しないと動い
てくれない、ということがあるようですが、今の段階
での準備が重要です。
　半年後、１年後のサイクルについては、これから経
済界の方たちと対話し、リスク・コミュニケーション
という形で「われわれはどういう方向に向かっていく
のか」「そのために、お互いに何をやるのか、何を許
容できるのか」を話し合うことは必要になると思いま
す。

今後の戦略と職員の業務量軽減が課題

宮嵜　中澤先生、清古先生、清田先生、調先生、追加
でご発言がありましたら、お願いします。
中澤　流行が中長期的になってきているので、先を見
て対策を立てていくこと、職員の業務量の負荷が大き
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くなっているので、それをどうするかが大きな課題だ
と思います。まだクラスターが発生していない地方は
職員数も医療資源も少ないので、一度飛び火をすると
一気に負荷がかかることになります。そのため、受け
入れ地を全国で共有していくなど、研究班や専門家の
意見をみんなで参考にしながら、それぞれが地方に応
じた対策を立てて戦略的にやっていくことが、来年に
向けて必要なことだと思います。

国はステージごとの対応を示してほしい

清古　全国保健所長会は12月４日に国に対して緊急提
言を出しました。その中で、現在は全ての患者さんが
入院することができませんので、発生時に基礎疾患、
酸素濃度など、患者さんの入院に必要な情報を加えて
ほしいという要望を出しています。また、ステージご
との対応について国に示してほしいと思います。ス
テージ３についてはわかっていますが、そこまで達し
ていない地域は準備をしないといけません。応援のた
めの外部人材の名簿をいただいていますが、どういう
ふうに活用したらいいか分からないというところがあ
りますので、活用事例を示していただきたいと思いま
す。
宮嵜　全国保健所長会の緊急提言には非常に重要なこ
とが書いてあります。しっかり国に見ていただいて、
考えていただければと思います。

マンパワー確保のための対策を

清田　第３波が来ているので、人手が必要になってい
ます。今後は、ワクチン接種、積極的疫学調査やそれ
に加えて、健康観察などがあるので、マンパワーの確
保が必要です。自治体はいろいろな工夫をしてマンパ
ワー確保に取り組んでいますが、うまく行っている自
治体と苦労している自治体があると聞いています。ぜ
ひ、うまく行っている自治体の情報を国から伝えてほ
しいと思います。
宮嵜　よい事例を横展開するとか、工夫していこうと
いうことだと思いますので、国には情報共有をよろし

くお願いしたいと思います。
調　新型インフルエンザの際は、全数検査が２か月で
だいたい終わりました。それでも、かなり大変な思い
をしました。今は、大量の検査を日々、継続的にやっ
ていかなくてはいけない状況が続いているので、慢性
的に人材不足です。なかなか、よその部局から人を充
当するわけにもいかないので、長期的な社会基盤とし
て、地衛研の強化を行う必要があると思います。その
ための位置付けができればいいと思っていますので、
ぜひ、よろしくお願いいたします。

保健所と連携して、人権相談の対応を

宮嵜　感染症に対する差別や偏見は、新型コロナの場
合も繰り返されています。江口課長から、追加があれ
ばお願いします。
江口　啓発活動に関しては、３次補正予算で予算が付
きそうですので、厚生労働省のプロジェクト「＃広が
れありがとうの輪」と連携した効果的なコンテンツ
を作っていきたいと思います。必要に応じて拡散し
ていただければと思います（http://www.moj.go.jp/
JINKEN/jinken02_00022.html）。
　人権については保健所にもいろいろな相談があると
思います。人権に関わることは、講演でご紹介した人
権相談の電話に誘導していただければと思います。外
国人向けも含め、人権相談のためのパンフレットが法
務局に用意してありますので、法務局に連絡していた
だいて取り寄せていただければと思います。
宮嵜　人権に関する相談は保健所にもかなり来ている
と思います。そうした相談はなかなか解決しづらく、
保健師さんも時間と取られていると思いますので、ぜ
ひ、連携していただきたいと思います。

フェーズに合わせた対策をなぜしないのか？

宮嵜　ここからは会場の先生方からのご意見、ご質問
をいただきたいと思います。
質問者　兵庫県で保健所長をしている山口と申しま
す。感染症対策の基本として、「市中感染になってし
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まったら全数把握は無理」というのが、新型インフル
エンザのときにもあったストーリーだと思います。し
かし、現在はすべての感染者を登録するシステムを続
けています。これをいつまで続けるのでしょうか。
　検査について、国は2020年10月から一般の医療機関
で受ける体制を整えています。検査と判断は一般医療
機関でしてもらい、保健所はすべてを管理するのでは
なくて、その中の重症者対策にシフトするということ
を明確にして、感染症の枠組みも変えていただかない
と、今の疲弊した状態は変わらないと思います。保健
所に人をいただいても、施策の重点化をせず、形勢に
合わせて対策を変えるということをせずに、このまま
の対策をエンドレスに続けることはできないと思いま
す。
　ぜひ、フェーズに合わせた考え方をするという本来
の感染症対策に戻っていただいて、こんなに死者数が
少ない感染症をこれからもどんどん追いかけ続けるの
か、方向性を決めていただかないと問題解決になりま
せん。
　医療についても、65歳以下をすべて入院させていた
のでは医療機関がどんどん疲弊していきます。「フェー
ズに合わせた対策」という感染症対策の当たり前の方
向性が、なぜコロナ対策で行われないのかがわからな
いので、教えていただきたいと思います。
宮嵜　積極的疫学調査についても、今のようなご意見
を踏まえて分科会等で議論しながら国が施策を進めて
いると思います。齋藤先生、お答えいただけますか。
齋藤　はい、流行コントロールの目標をどこにもって
いくのかは、議論する必要があると思います。まさに
リスク・コミュニケーションの問題で、誰かが決める
という話ではなく、皆の対話の中で方向を決めていか
なければいけない話だと思います。
　今回のパンデミックは、新型インフルエンザ対策で
考えていたものとは違うものだったので、新しいス
トーリーを考えるべきだと思っています。疫学のモデ
ルで考えれば、「新型コロナはクラスターを追い続け
ることで抑制できる」という考え方があります。今は
市中感染になっていますが、また感染者数を下げるこ
とができれば、そしてそれをクラスター対策という形
で追いかけていけば、コントロールができるという考
え方です。一方で、保健所の負荷などを考えれば、現

実的ではないという意見もあると思います。これは、
誰にも答えはない問題だと思います。
　死者数が少ないとおっしゃいましたが、欧米の状況
を見ますと、それはどうかなと思います。いったん目
を離すとどうなるかわからないと思うので、それを野
放しにしていいのか、あるいは定点報告を見ながらリ
スクの高い地点を見極めて効果的な対策が取れるかど
うかが問題です。日本にはロックダウンできる法律が
ありません。その中で、急激に患者数、死者数が増え
てきた場合、どうコントロールするのか、ということ
です。死者数は、ドイツが日本の10倍、アメリカは日
本の100倍、日々出ています。この流行を本当に許容
できるのか、急激に増えたときにロックダウンという
対策を取れなくていいのかは、議論していかなくては
いけない問題だと思います。
宮嵜　現在、そういう議論がされていると思います。
全国保健所長会の緊急提言でも、指定感染症の問題は
出ています。わからないことが多い中で、皆がしっか
りと議論して、答えを見つけていくことを今後もやっ
ていかなくてはいけないと思いますので、引き続きよ
ろしくお願いします。

入院調整に苦慮、入院基準の統一を

質問者　愛知県津島保健所の片岡と申します。現場で
は、「どういうレベルの患者さんを入院させるのか」
という入院調整で非常に困っています。国は一律に「中
等症＝入院」という大まかな指示を出しています。現
場の先生は積極的な入院を勧めますが、受け入れ側は
キャパシティに限界があるので、「従来なら入院かもし
れないが、この患者さんは遠慮してほしい」と選別す
る現状にあります。患者さんも戸惑いますし、われわ
れも対応に苦慮しています。もう少し明確な形で、全
医療人が「この人は入院」という意思統一ができるよ
うな具体的な基準を作っていただきたいと思います。
　神奈川県は入院基準や入院指標を作成したと中澤先
生の講演で伺いました。そのことで神奈川県の入院状
況は改善されたのかどうか、結果について教えていた
だきたいと思います。
宮嵜　入院、自宅療養も含めて、その地域でどのよう



77

な仕組みを考えるかということだと思いますが、神奈
川県では「点数化して調整する」ということが始まっ
ているようです。中澤先生、コメントできることがあ
れば、お願いします。
中澤　神奈川県は先週、「入院基準の目安」を示しま
した。重症者に適切な医療を届けるため、医療機関の
逼迫の度合いを見て、なるべく全県で同じようなレベ
ルで入院できるように、医療機関の方も迷いが少なく、
県民の皆様にもご理解いただける形を示すためです。
最終的には、主治医が目の前にいる患者さんに対して
どういう判断を下すかにかかってきますが、そのとき
の判断材料として、スコアを作りました。どのくらい
のスコアで入院が必要なのかなど、患者さんに納得し
てもらうときの目安になります。
　現在、神奈川県の入院患者数は高止まりですが、こ
れは入院患者の一部が宿泊療養施設に移っているから
です。スコアについては先週から使い始めたばかりで
す。まだ医療機関のすべてに使ってもらっていないの
で、今後の推移を見ていきたいと考えています。

感染症対策の手法は進歩している

宮嵜　それではここで、岡部先生のご助言をいただき
たいと思います。
岡部　川崎市健康安全研究所の岡部です。本日は保健
行政の立場で非常に苦労されている皆さん方のお話を
伺えて、大変勉強になりました。皆さん、いろいろな
方面で努力されていると思いますが、完璧にできるこ
とはなかなかないので、悪いところが出てきます。そ
れを一つひとつ直していくことが必要だろうと思いま
す。
　私が前任の感染研にいたときに鳥インフルエンザが
発生し、SARSが発生し、パンデミックの新型インフ
ルエンザに対応し、MARSが出たという状況に対応し
てきました。その当時と比べると、はるかにいろいろ
なものが進んでいます。今回は「原因不明の肺炎だ」
という病気の発表から２週間でウイルスが新型のコロ
ナウイルスであることが分かり、すぐに遺伝子配列が
公表され、日本では感染研が標準化した検査の手法を
確立しました。後で修正はありましたけれども、結果

として「日本での第１例は間違いなく新型コロナであ
る」と特定しました。
　2003年のSARSのときは「原因不明の病気が、中国
で出ているらしい」いう話が出てからウイルスが同定
されるまでに５か月かかりました。それを公表する、
しないでも大揉めに揉め、WHOでもものすごく議論
をしました。このことに比べれば、ずいぶん進んでき
たと思います。まだ国外では評価されていませんが、
現在、ワクチンの量産まで進んでいることは、科学の
勝利だと思います。ただ、未経験のものに対応する難
しさがあります。
　尾身先生の講演の中で「2009年の新型インフルエン
ザの反省点が生きていたかというと、そうではない」
というお話がありました。私も新型インフルエンザ対
策の委員会に入っていましたが、今回、新型コロナの
事例が出てきたときに、「どうして、あの反省が生か
せていなかったのか」と残念に思っています。この残
念な思いを、ここから先に残しておいてはいけないと
思います。記録し、反省し、きちんと工夫していかな
いと、次の事例があったときにまた同じことの繰り返
しになります。「新型コロナのときには、何をやって
いたんだ」ということになってしまいます。

HER-SYSは修正して使いやすいものに

岡部　現在、感染症対策に動いている最中なので、い
ろいろなことでジレンマに陥ります。また、普段やっ
ていない新しいものを、こういう状態のときに投入す
るのは混乱の元です。「できれば新しいものは入れた
くない、しかし、それでだめだから早く入れなくては
いけない」と言って導入するので、不十分なところが
多々出てきます。HER-SYSはその典型だと思います。
しかし、これを修正して、できるだけよいものにして
いかないと意味がなくなってしまいます。修正して使
い続ける必要があります。

人権擁護のために、正しい情報提供を

岡部　感染症が出てくると、不安が出てきます。人の
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嫌な部分がどんどんと出てきます。「医療や保健の分
野の病気だったのが、社会の病気になってくる」とい
うところがあります。そうすると、人権の問題や差別・
偏見の問題もどうしても発生してきます。ハンセン病
の問題を出すまでもなく、HIV・エイズでも、「あの
感染はこういうルートである」と説明し、理解しても
らうのに20年、30年かかっています。なるべく早く差
別・偏見の芽を摘み取るためには、私たちは正確な情
報を多く伝えていかなくてはいけないと思います。
　江口先生の講演で、差別・偏見の事例が紹介されま
したが、「くすぶり続けている火種」のようなものが
SNSを通してあっという間に広がってしまいます。大
人である私たちは、「それはよくないものだ」という
こと示し、個人や組織として止めなくてはいけないと
思います。今後のことですが、こういう差別・偏見を
拡散するくせがついてはいけないので、子どもたちに
スマホ等の使い方を教えていく必要があると感じます。
　もう一つ、「これはウイルスとの戦いだ」「ウイルス
との戦争だ」という表現を目にすることがありますが、
私は、これは絶対に止めたほうがいいと思います。私
たちの不満は戦争に比べれば贅沢な話で、観光に行け
ない、お金が入らないなどです。離職、倒産、自殺な
どのつらい状況はありますが、戦争の悲惨さはこんな
ものではないと思います。いろいろと欠点はあります
が、「日本の感染が抑えられているのは現場力が高い
からだ」というお話もありました。それを生かして、
欧米並みの感染状況にならないようにしっかりとやる
ことが大事です。

ワクチンのくせを知り、説明、準備を

岡部　ワクチンについてですが、「たった１年でワク
チンまで行った」ということは、大いに胸を張ってよ
いことだと思います。ただ、経験のないワクチンなの
で、使い方には丁寧さが必要です。また、医療・行政
の立場としては、ワクチンのくせ、欠点をよく知りな
がら接種しないといけません。集団接種の可能性もあ
りますが、集団接種を経験した人も少なくなってきて
います。集団接種の仕組みも構築する必要があります。
　私は集団接種をやっていましたが、必ず後ろの方で

倒れる人がいて、一瞬、接種会場に不安が渦巻くとい
う状況がありました。私たちはワクチンのくせを知
り、そのことを接種者に伝えて、落ち着いて接種する
ことが重要です。そうしないと「ある会場で数人倒れ
た」「痛みのために変な行動をする人が出ている」な
どの噂が広まり、よいワクチンなのに接種がストップ
してしまうということが起こりかねません。WHOで
も「ワクチン液の問題ではなく、ワクチンを接種する
という行為によってストレスが起きる。それが引き金
になって症状がネガティブ・スパイラルになる」とい
うことを説明し、それに対するマニュアルもできてい
ます（ISRR）。接種する側がこうしたストレスについ
て知り、説明し、冷静に対応することが必要です。新
しいワクチンが入ってきたときには、こうした準備が
必要です。

ウィズ・コロナに近づくために活動を

岡部　将来的にはウィズ・コロナでやっていくことに
なると思うので、軽症者に対しては不安がないように
し、重症者に対しては重症のマーカーを選んでもらっ
て、早くピックアップできて、きちんとした医療に向
けることができるようにすることが必要です。そして、
生活が安定し、経済が落ち着いた状態が本当のウィ
ズ・コロナでしょう。
　私たちが今やっているのは、その状態にできるだけ
近づけるということです。「医療崩壊」という言葉も
出て、ご苦労されていると思いますが、もう少し経て
ばよくなる、よくしなくてはいけないという思いで、
今後の活動をしたいと私自身は思っています。
宮嵜　岡部先生、ありがとうございました。時間の関
係で省略したワクチンの話にも触れていただき、あり
がとうございます。今後も会場の皆様方と一丸となっ
て、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に取り
組んでいけたらと思っています。本日は講演の先生方、
パネリストの先生方、会場の皆様、どうもありがとう
ございました。これでパネルディスカッションを終了
いたします。



閉会挨拶
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松谷 有希雄

� 一般財団法人日本公衆衛生協会 理事長

　皆様、長時間にわたるシンポジウム、最後までお聞きいただきまして
ありがとうございます。講演いただいた先生方、パネリストとしてご登
壇いただいた先生方、そしてご助言をいただいた川崎市健康安全研究所
長の岡部信彦先生、本当にありがとうございます。
　本日ご参加いただけなかった方もたくさんいらっしゃると思います。
そのため、2021年１月下旬から２週間、シンポジウムの動画を公開する
予定ですので、ご視聴いただければと思います。加えて、本日の記録は
出版物という形で残したいと思っております。また、本日は「スペイン
風邪の記録」をお配りしましたが、後世のために記録を残すことは大切
なことと思いますので、引き続き努めていきたいと考えています。よろ
しくお願い申し上げます。
　今回のCOVID-19については、臨床医学、ウイルス学、ワクチン開発
などの面では、いろいろなシンポジウムが開かれていると思いますが、
地域保健関係のシンポジウムは少なかったように思います。今回の集ま
りがその穴を埋めるものであることを願って本日のシンポジウムを閉じ
たいと思います。本日は皆様、誠にありがとうございます。

▶▶▶ 閉会挨拶
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